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第 用定四○
てに律一（ しに項情公
は基（条趣 令た基か報害
、づ平旨公和行づら通等
他き成公）害五政き第信調
の、十害等年の、六技整
法電四等調 推並項術委
律子年調整 進びまを員
及情法整委月等にで活会
び報律委員 に同、用規
法処第員会 関法第し則
律理百会関日す及七た第
に組五関係 るび条行
基織十係法 法関第政
づを一法令 律係一の
く使号令に 施法項推号
命用。に係 行令、進
令す以規る 規を第等
（る下定情 則実四に
告方「す報 を施項関
示法情る通 次す及す
をそ報手信 のるびる
含の通続技 よた第法
む他信等術 うめ五律
。の技をを に、項（
次情術、活 定公、平
項報活情用 め害第成
に通用報し る等八十
お信法通た 。調条四
い技」信行公 整第年
て術と技政害 委一法
同をい術の等 員項律
じ利うを推調 会並第
。用。活進整 関び百
）す）用等委 係に五
にる第しに員 法第十
特方六た関会 令九一
段法条行す委 に条号
のにか政る員 係第）
定よらの法長 る一第
めり第推律 情項六
の行九進施永 報及条
あう条等行野 通び第
る場まに規 信第一
場合で関則厚 技三項
合にのす 郎 術項及
をつ規る をのび
除い定法 活規第
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２第 ２
二一て二（活行をく

の電こ使条定用う受公ほ
使電子電の用義法場け害か
用子署子規すこ）及合る等、
に証名署則るのびにも調こ
係明を名に用規こつの整の
る書いお語則のいを委規
電う電いのに規て除員則
子次。子て例お則はく会の
計に署、にいの、。関定
算掲名次よて規他）係め
機げ及のる使定のを法る
かるび各。用の法電令と
らも認号す例律子にこ
認の証にるに及情規ろ
証（業掲用よび報定に
で行務げ語る法処すよ
き政にるは。律理るる
る機関用、 に組手。
も関す語特 基織続
の等るの段 づを等
にが法意の く使（
限情律義定 命用情
る報（はめ 令す報
。通平、が にる通
）信成当あ 特方信
を技十該る 段法技
い術二各場 のそ術
う活年号合 定の活
。用法にを め他用

法律定除 のの法
第第めく あ情第
六百るほ る報六
条二とか 場通条
第号こ、 合信か
一）ろ情 を技ら
項第に報 除術第
に二よ通 くを九
規条る信 ほ利条
定第。技 か用ま
す一 術 、すで
る項 活 情るの
行に 用 報方規
政規 法 通法定
機定 に 信にの
関す お 技よ適
等る い 術り用
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第
（理電使三（
電組子用条申ハ ロイ
子織計に請十第署官
情と算係情等三電一名電が商
報す機る報に号子号及子作業
処ると電通係）署にび署成登
理。電子信る第名規認名し記
組気計技電三等定証及た法
織通算術子条にす業び電（
に信機活情第係る務認子昭
よ回と用報一る電に証証和
る線、法処項地子関業明三
申を申第理に方証す務書十
請通請六組規公明るに八
等じ等条織定共書法関年
）てを第）す団を律す法

通す一る体い施る律
信る項署情う行法第
で者に名報。規律百
きの規用シ）則第二
る使定電ス（八十
機用す子テ平条五
能にる証ム成に号
を係主明機十規）
備る務書構三定第
え電省 の年す十
た子令 認総る二
も計で 証務認条
の算定 業省定の
と機め 務・認二
をでる に法証第
電あ電 関務事一
気っ子 す省業項
通て情 る・者及
信当報 法経がび
回該処 律済作第
線行理 （産成三
で政組 平業し項
接機織 成省たの
続関は 十令電規
し等、 四第子定
たの行 年二証に
電使政 法号明基
子用機 律）書づ
情に関 第第（き
報係等 百四電登
処るの 五条子記
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第 ２ 第
（れ術五（限し行をにう四
申たを条情り、っ前す記者条
請納利報で行た項る録は
等付用情通な政者の者す、情
の情す報信い機を規のべ行報
う報る通技。関確定使き政通
ちに方信術等認に用事機信
によ法技にのすよに項関技
電りで術よ指るり係又等術
子納あ活る定た申るはの活
情付っ用手すめ請電当定用
報すて法数るに等子該め法
処る主第料方必を計申る第
理方務六の法要行算請と六
組法省条納になう機等こ条
織と令第付よ事者かをろ第
をすで五）り項はら書に一
使る定項 当を、入面よ項
用。めに 該証入力等りの
する規 申す力しに、規
るも定 請るすてよ当定
方のす 等電る、り該に
法はる を子事申行行よ
に、電 行証項請う政り
よ前子 っ明に等と機電
り条情 た書つをき関子
行第報 者とい行に等情
う一処 を併てわ記の報
こ項理 確せのな載指処
との組 認て情けす定理
が規織 すこ報れべす組
困定を るれにばきる織
難に使 たを電なこ電を
又よ用 め送子らと子使
はりす の信署なと計用
著行る 措し名いさ算す
しわ方 置なを。れ機る
くれ法 をけ行てに方
不たそ 講れいい備法
適申の ずば、るえに
当請他 るな当事らよ
と等の 場ら該項れり
認に情 合な電をた申
めよ報 はい子、フ請
らり通 、。署申ァ等
れ得信 こた名請イを
るら技 のだを等ル行
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第 第 第
項よ八（情に使七（二一六部
をり条電報係用条処 条分
行処子処るに分申申が
政分行情理電係情通請請情あ
機通政報組子る報知等等報る
関知機処織計電通等にを通場
等等関理と算子信に係す信合
のを等組す機計技係るる技）
使行は織ると算術る書者術
用う、に。電機活電面に活
にと情よ気と用子等つ用
係き報る通、法情のい法
るは通処信処第報うて第
電、信分回分七処ち対六
子当技通線通条理に面条
計該術知を知第組そに第
算処活等通等一織のよ六
機分用）じを項）原り項
に通法 て受に本本に
備知第 通け規を人規
え等七 信る定確確定
らを条 で者す認認す
れ書第 きのるすをる
た面一 る使主るす主
フ等項 機用務必る務
ァにの 能に省要べ省
イよ規 を係令がき令
ルり定 備るであ事で
に行に え電定る情定
記うよ た子めもがめ
録とり も計るのある
しき電 の算電がる場
なに子 と機子あと合
け記情 をで情る行は
れ載報 電あ報と政、
ばす処 気っ処行機次
なべ理 通て理政関に
らき組 信当組機等掲
なこ織 回該織関がげ
いとを 線行は等認る
。と使 で政、がめ場

さ用 接機行認る合
れす 続関政め場と
てる し等機る合す
い方 たの関場る
る法 電使等合。
事に 子用の



- 6 -

第 第
（二一十れ（二一い九（
電合 条る処と ず条処
磁処処部分こ電第れ分
的分分情分通ろ子七か情通
記通通報が知に情条の報知
録知知通あ等よ報の方通等
に等等信るのる処電式信を
よにを技場う届理子と技受
る係受術合ち出組情す術け
縦るけ活）に織報る活る
覧書る用電を処。用旨
等面者法子使理法の
）等に第情用組第表

のつ七報す織七示
うい条処るを条の
ちて第理方使第方
に対五組法用一式
そ面項織にし項）
のににをよてた
原よ規使り行だ
本り定用処うし
を本すす分識書
交人るる通別に
付確主方知番規
す認務法等号定
るを省にを及す
必す令よ受びる
要るでりけ暗主
が必定行る証務
あ要めうこ番省
るがること号令
もあ場とをので
のる合が希入定
がとは困望力め
あ行、難す る
る政次又る 方
と機には旨 式
行関掲著の は
政等げし行 、
機がるく政 次
関認場不機 の
等め合適関 各
がると当等 号
認場すとの に
め合る認定 掲
る。めめ げ
場 らる る



- 7 -

第 第 第
で十（る事係き十（項該又十
定三氏。項るは二電を行は一
め条名を電、条磁記政当条
る又確子当的載機該
も情は実計該行記し関事行
の報名に算作政録た等項政
は通称記機成機に書のを機
、信を録に等関よ類事記関
電技明し備を等るに務載等
子術らてえ書は作よ所しは
署活かおら面、成るにた、
名用にくれ等情等方備書情
（法すこたに報）法え類報
当第るとフよ通に置に通
該六措がァり信よくよ信
電条置でイ行技り電り技
子第）きルう術縦子縦術
署四 るにと活覧計覧活
名項 物記き用等算等用
をに を録に法を機を法
行規 含す記第行の行第
っ定 むる載九う映う八
たす 。方す条も像と条
者る ）法べ第の面き第
を氏 を又き一とには一
確名 もはこ項す表、項
認又 っ磁とのる示当の
すは て気と規。す該規
る名 調デさ定 る事定
た称 製ィれに 方項に
めを すスてよ 法をよ
に明 るクいり 又イり
必ら 方（る電 はン電
要か 法こ事磁 電タ磁
なに にれ項的 磁ー的
事す よにを記 的ネ記
項る り準当録 記ッ録
を措 作ず該に 録トに
証置 成る行よ にを記
すで 等方政り 記利録
るあ を法機作 録用さ
電っ 行に関成 さすれ
子て うよ等等 れるて
証主 もりのを て方い
明務 の一使行 い法る
書省 と定用う る、事
が令 すのにと 事当項



- 8 -

第 ３２
こめ織十（るる併
のるを四委も情も情せ
規附。使条任の報の報て
則 用）は通は通送
は則すこ、信、信信
、 るの電技電技さ
令 方規子術子術れ
和 法則署活署活る
五 そに名用名用も
年 の定と法と法の
四 他めす第す第に
月 のるる九る七限
一 情も。条。条る
日 報の 第第。
か 通の 三四）
ら 信ほ 項項及
施 技か ににび
行 術、 規規第
す を公 定定四
る 利害 すす条
。 用等 るる第

す調 氏氏二
る整 名名項
方委 又又た
法員 ははだ
に会 名名し
よ関 称称書
り係 ををに
行法 明明規
う令 らら定
場に かかす
合規 ににる
に定 すす措
必す るる置
要る 措措と
な手 置置す
事続 ででる
項等 ああ。
はを っっ
、、 てて
行電 主主
政子 務務
機情 省省
関報 令令
等処 でで
が理 定定
定組 めめ


